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南三陸町復興整備協議会特別会議 議事録 

日    時 
今回（第 18 回） 平成２６年 ６月 ６日（金）１５：４０～１６：３０ 

前回（第 17 回） 平成２６年 ２月１４日（金）１６：２０～１６：５０ 

場    所 宮城県庁９階 第一会議室 

復興整備事業 

集団移転促進事業（３地区）・災害公営住宅整備事業（１地区） 

・土地改良事業（１地区） 

① 泊浜地区防災集団移転促進事業 

② 寄木・韮の浜地区防災集団移転促進事業 

③ 戸倉地区防災集団移転促進事業（戸倉地区） 

④ 戸倉地区災害公営住宅整備事業 

⑤ 南三陸地区農山漁村地域復興基盤総合整備事業（廻館地区） 

※ 東日本大震災復興特別区域法第４９条第１項関係： ①（農地転用区域の変更） 

   〃   〃       第４９条第７項関係： ①③④（開発許可） 

   〃   〃         〃  〃   ： ①（自然公園） 

   〃   〃       第４８条第２項関係： ②⑤ 

出  席  者 

南三陸町 

副町長        遠藤 健治 

企画課長       阿部 俊光 

復興事業推進課長   及川 明 

産業振興課参事    阿部 明広 

復興庁 

宮城復興局 主任専門調査官 大森 隆博 

〃   政策調査官   丹野 栄 

〃   参事官補佐   鈴木 明美 

農林水産省 

林野庁森林整備部計画課森林計画指導班森林計画指導第２係長   松井 健吾 

東北農政局 農村計画部農村振興課長        清水 一教 

東北農政局 農村計画部農村振興課農村復興指導官  伊藤 崇 

東北森林管理局 宮城北部森林管理署森林技術指導官 工藤 信彦 

国土交通省 国土政策局総合計画課国土管理企画室長       西澤 明 

学識経験者 
東北工業大学 教授                稲村 肇 

宮城県森林審議会                 川村 正司 

宮城県 

土木部 都市計画課 技術主査           宮野 雅芳 

〃  復興まちづくり推進室 技術副参事兼技術補佐(総括)  小林 和重 

〃  建築宅地課長               千葉 晃司 

〃  復興住宅整備室 技術補佐（班長）     髙橋 正則 

農林水産部 農業振興課 副参事兼課長補佐（総括担当）     菊池 弘之 

 〃  林業振興課 部技術参事兼課長       永井 隆暁 

環境生活部自然保護課 部参事兼課長        杉下 泰彦 

震災復興・企画部 地域復興支援課 地域復興支援課長      熊谷 良哉 
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○協議内容 

１ 開 会（宮城県震災復興・企画部地域復興支援課 副参事兼課長補佐（総括担当） 稲村 伸） 

 ・出席者紹介 

 ・会議の公開・非公開についての報告：会議を公開で行うことを報告 

 ・傍聴人への注意、ＷＥＢ会議システムの説明 

 

２ 議 事 

 南三陸町復興整備協議会規約第７条により、南三陸町の遠藤副町長が議長となる。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

   それでは、ただいまから議事に入ります。 

  議事の流れといたしましては、まず、復興整備計画の全体について、事務局から説明いただき、質疑

を行います。 

   その後、本案では、東日本大震災復興特別区域法の規定に基づき、農地転用許可の特例に関する事

項、農業振興地域の変更に関する事項、地域森林計画区域の変更に関する事項、土地利用基本計画の

変更に関する事項、開発許可の特例に関する事項、自然公園の行為許可に関する事項がございますの

で、それぞれについて説明いただき、質疑を行います。最後に、復興整備計画全体について、了承い

ただけるかお諮りします。 

   それでは、南三陸町復興整備計画（案）について、事務局から説明願います。 

 

（南三陸町事務局 企画課長 阿部） 

【様式第２について、主に変更部分を説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、皆様からご意見、ご質問はありませんか。 

 

（出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ご意見がないようですので、次へ進みます。 

  今回の復興整備計画では，16 ページ（4-②）に記載のとおり，東日本大震災復興特別区域法第４９

条第１項の規定に基づき，農地法第４条第１項・第５条第１項の農地転用許可の特例措置を適用する

こととしておりますが，この点について事務局から説明願います。 

 

（南三陸町事務局 企画課長 阿部） 

【様式第８について、主に変更部分を説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 
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   ただいま、事務局から説明がありましたが、皆様からご意見、ご質問はございませんか。 

 

（出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

  この事項につきましては、東日本大震災復興特別区域法第４９条第１項の規定に基づき、土地利用

方針に係る農林水産大臣の同意を得ることとなっておりますが、東北農政局の農村振興課長 清水様、

いかがですか。 

 

（東北農政局 農村振興課長 清水） 

   土地利用方針の計画に対し異存はありません。以上です。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

   ありがとうございます。ただ今のご意見をもちまして、この事項につきましては、農林水産大臣の

ご同意をいただいたものといたします。 

次に、12ページ(4-①)に記載のとおり、東日本復興特別区域法第４８条の規定に基づき、農業振興地

域の変更の手続きをワンストップ処理することとしておりますが、農業振興地域の変更について事務

局から説明願います。 

 

（南三陸町事務局 産業振興課参事 阿部） 

【様式第３について、主に変更部分を説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただ今、事務局から説明がありましたが、皆様からご意見、ご質問はありませんか。 

  

（出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 
ご意見、ご質問がないようですので、議事を進めさせていただきます。 

  次に、今回の南三陸町復興整備計画では、１２ページ（４-①）に記載のとおり、東日本復興特別区

域法第４８条の規定に基づき、地域森林計画区域の変更の手続きをワンストップ処理することとして

おりますが、地域森林計画の変更について事務局から説明願います。 

 

（南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

【様式第５について、主に変更部分を説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、県の林業振興課から補足することはございませんか。 
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（県林業振興課技術参事兼課長 永井） 

   本協議会に先立ちまして、東日本大震災復興特別区域法第４８条第４項の規定に基づきまして、共

同作成者である宮城県知事が、当該事項について平成２６年９月１５日から５月２９日の間におきま

して、県庁、町役場はじめ関係機関で縦覧を行い、この間、利害関係者等からの意見はございません

でした。補足説明は以上です。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤）    

ありがとうございました。ただいまの説明について、皆様からご意見、ご質問を伺いたいと思いま

す。 

   まず、宮城県森林審議会委員の川村様、いかがでしょうか。 

 

（宮城県森林審議会委員 川村） 

   地域森林計画の変更について、異存はありません。なお、道路法面の保全対策に留意して進められ

るようよろしくお願いします。以上です。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

ありがとうございました。 

続いて、宮城北部森林管理署 森林技術指導官 工藤様、いかがでしょうか。 

 

（宮城北部森林管理署 森林技術指導官 工藤） 

異議ございません。 

  

（南三陸町副町長 遠藤） 

  ありがとうございます。 

  続いて、農林水産省の林野庁 森林整備部の森林計画指導第２係長 松井様、いかがでしょうか。 

   

（林野庁 計画課森林計画指導第２係長 松井） 

 本計画の変更内容について、異議ありません。 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

  その他、皆様からご意見、ご質問はございましたらお願いしたいと思います。 

 

（東北工業大学 教授 稲村） 

今回、残土処理が入っていている箇所についてですが、残土を置いた後の土地利用について、単な

る緑地とするのか等、どのような計画が教えてください。 

 

 （南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

現況地目は田ですが、現在は遊休地です。残土を置いた後は、畑とする予定です。 
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（南三陸町副町長 遠藤） 

その他、ご質問はございますでしょうか。 

ご質問がないようですので、進めさせていただきます。 

今回の南三陸町復興整備計画では、１２ページ(4-①)に記載のとおり、東日本復興特別区域法第４８

条の規定に基づき、土地利用基本計画の変更の手続きをワンストップ処理することとしておりますが、

土地利用基本計画の変更について事務局から説明願います。 

 

（南三陸町事務局 企画課長 阿部） 

【変更地域別概要について、主に変更部分を説明】 

 
（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、県の地域復興支援課からから補足することはございま

せんか。 

 

（県地域復興支援課副参事兼課長 熊谷） 

  ただいまの事務局の説明に対して、特に補足はございません。以上です。 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ありがとうございました。ただいまの説明について、皆様からご意見、ご質問を伺いたいと思いま

す。まず、東北工業大学教授の稲村様、いかがでしょうか。 

 

（東北工業大学教授 稲村） 

農地の整備については、大変素晴らしいことだと思いますので、進めていただきたいとおもいます。

計画に対し異存はございません。農地に編入する地域について、住宅と農地が混在していた土地だと

思うのですが、この区域内に既存の農地はどの位あったのでしょうか。 

２６ページの変更地域別概要の表中、「変更部分の地目状況」の欄に、農地が１６ヘクタールと記

載がありますが、この数値でよろしいでしょうか。 

 

 （南三陸町事務局 産業振興課参事 阿部） 

   ２６ページの変更地域別概要の整理番号１にある１６ヘクタールとなります。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

続いて、国土交通省の国土政策局総合計画課 国土管理企画室長の西澤様、いかがでしょうか。 

 

（国土交通省総合計画課 国土管理企画室長 西澤） 

計画の変更自体に異存はありません。 

１点質問があります。用途地域を廃止し農業振興地域に変更されたということですが、今回、用途

廃止した区域内で農業振興地域に編入されなかった部分というのは、どのくらいあるのでしょうか。 
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（南三陸町事務局 産業振興課参事 阿部） 

  志津川高校の下の辺りは、元々、用途地域が無かった所に新たに農業振興地域となったところで、

６.３ヘクタールくらいです（用途廃止をする区域の中で農業振興地域に編入しない区域は、６.２ヘ

クタール）。 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

  その他、本件について皆様からご意見、ご質問はございましたらお願いしたいと思います。 

 

 （出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

それでは、会議を進めさせていただきます。 

復興整備計画では、１６ページに記載のとおり、東日本大震災復興特別区域法第４９条第４項の規

定に基づき、開発許可の特例措置を適用することとしておりますが、この点について事務局から説明

願います。 

 

（南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

【様式第１０について説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、県の建築宅地課から補足することはございませんか。 

 

 （宮城県土木部 建築宅地課長 千葉） 

   事前に関係図書の提出を受けており、宅地造成の技術基準に適合していることを確認しております。

以上、説明を終わります。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

ありがとうございました。ただいま、事務局から、また県建築宅地課から補足説明がありましたが、

皆様からご意見、ご質問はございませんか。 

 

 （出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

それでは、次に進めさせていただきます。 

今回の復興整備計画では、１６ページ（４－②）に記載のとおり、東日本大震災復興特別区域法第

４９条第４項の規定に基づき、自然公園の行為許可の特例措置を適用することとしておりますが、こ

の点について事務局から説明願います。 
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（南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

【様式第１７について説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、県の自然保護課からから補足することはございません

か。 

 

 （宮城県土木部 自然保護課長 杉下） 

   この計画については、平成２５年１０月２２日に、特例措置としてみなし許可を得ているものであ

ります。計画内容の一部変更については、従前の計画同様、景観に配慮されたものだと思いますので、

これに従って実施していただきたいと思います。建築される住宅等については、まちづくりルールに

基づき、引き続き自然景観に配慮されたものとなるようお願いします。 

   なお、自然公園法施行規則に定める敷地造成、建築物の新築等に関する付加図面に関する特例は、

平成２５年１０月４日に告示しております。以上です。 

 
（南三陸町副町長 遠藤） 

ありがとうございました。ただいま、事務局と県の自然保護課から説明がありましたが、皆様から

ご意見ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

 （出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

本件についてご意見等ないものとさせていただきます。 

それでは最後に、今回の復興整備計画全体について、ご了承をいただけるかお諮りをしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

 （出席者一同） 

異議なし。（との声あり） 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただ今、異議なしとのことで、従いまして、今回の復興整備計画全体について、ご了承を頂いたも

のということになります。ありがとうございました。以上で、議事を終了いたします。 

 

３ 閉 会 

（宮城県 震災復興・企画部地域復興支援課 副参事兼課長補佐（総括担当） 稲村 伸） 

○協議結果 

 ・集団移転促進事業（３地区）、災害公営住宅整備事業（１地区）、土地改良事業（１地区）のうち、東日

本大震災復興特別区域法第４９条第１項に基づく農地転用区域の変更、同法第４９条第４項に基づく開発

許可と自然公園の行為許可、同法第４８条第２項に基づく地域森林計画区域と農業振興地域、土地利用基

本計画の変更について、それぞれ該当する地区ごとに協議会で了承された。 


